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The purpose of this study is to clarify the relationship among area based management organizations, area based visions, and related 
manuals for the Otemachi, Marunouchi, and Yurakucho areas.  
The relationship among area based management organizations, area based vision, and related manuals in the Otemachi, Marunouchi, 
and Yurakucho area is as follows:Ⅰ. Multiple organizations should share roles and promote activities，Ⅱ. It was found that while the 
hard activities are embodied in the area vision and related manuals are prepared, the management and operational activities are 
discussed by each group based on the area vision and are carried out as area management activities. 
 
１−１.研究の背景及び目的 

 近年，行政主体から公民連携のまちづくりやエリア

マネジメント（以下，エリマネ）へと移行し公民連携

の開発事業や民間事業者による公共空間の整備・活用

事業が行われるなど異なる主体間での連携が進められ

ている［１］.併せて，エリアの方向性を共有するための

指針となる「エリアビジョン（以下，ビジョン）注１）」

が策定され，このビジョンに基づき戦略的にエリマネ

活動を行う機運が高まりつつある［２］. 
例えば，大手町・丸の内・有楽町地区(以下，大丸有

地区）では 2000 年の「大手町・丸の内・有楽町地区ま

ちづくりガイドライン［３］（以下，大丸有ガイドライン）
注２）」策定以降，「大丸有ガイドライン」に基づき，エリ

マネを推進している［３］.また，複数のエリマネ団体が

連携・協力し，エリマネを推進することに加え，大丸

有ガイドラインに関連するマニュアル注３）を作成し，エ

リマネを推進している［３］(Table1,2). 
このように、ビジョンに基づきエリマネ活動を推進す

る団体は見られるが，その実態は不明確である. 
そこで本稿では，ビジョンに基づき長年エリマネを

推進する大丸有地区を対象に，エリマネ団体，ビジョ

ン及び関連マニュアルの関係性を明らかにする. 
１−２.研究の方法 

文献調査より，大丸有地区における，❶エリマネ団

体の会員構成や活動内容に着目して整理する.❷ビジ

ョンと関連マニュアルを構成・内容に着目して整理す

る.❸最後に，エリマネ団体，ビジョン及び関連マニュ

アルの関係性を明らかにする. 

２.大丸有地区におけるエリアマネジメントの特徴   

２-１.エリアマネジメント団体の役割 

大丸有地区のエリマネ団体を会員構成及び活動内容 

着目し，整理した（Table1）. 
大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会は，

地区の将来指針の作成を行い，大手町・丸の内・有楽

町地区まちづくり協議会（以下，大丸有まち協）は，開

発調整，整備，景観形成（ハード）活動から運営・管理

（ソフト）活動までに関わり，大丸有地区におけるエ

リマネの中心を担う.また，大丸有エリアマネジメント

協会（以下，リガーレ）は丸の内仲通りなどの公共空

間の活用及び管理・運営を，大丸有環境共生型まちづ

くり推進協会（以下，エコッツェリア）はエリマネの

拠点である 3×3 Lab Future（民間施設）の管理・運営等

を行うなど，両者共にソフト活動を中心とし，大丸有

まち協と共にエリマネの中心を担うことがわかる. 
大丸有地区駐車環境対策協議会（以下，駐車協議会），

東京駅周辺防災隣組（以下，防災隣組），丸の内パブリ

ックスペースマネジメント（以下，丸の内 PSM），大手

町歩専道マネジメント（大手町 M）は，ソフト活動の

中でも特定の活動を行うに加え，駐車協議会及び防災

隣組は，交通対策活動と防災・防犯活動に特化し，丸

の内 PSM 及び大手町 M は特定のエリアに活動を限定

し，エリマネ活動を支えている。 
２-２.エリアビジョン及び関連マニュアルの役割 

ビジョン及び関連マニュアルの役割を明らかにする

ために構成・内容を「将来計画」，「基本方針・方策（以

下，基本方針）」，「手法・推進方法（以下，手法）」に区

分し，基本方針については，「開発・整備・景観形成（ハ

ード）方針」と「運営・管理（ソフト）方針」に区分し

た（Table2）. 
大丸有地区のビジョンである「大丸有ガイドライン」

は，「将来計画」・「基本方針」・「手法」の全てに記載が

あり，大丸有地区でエリマネを行う上で欠かせない指
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針であることが確認できた.一方で関連マニュアルで

ある「デザインマニュアル［４］」や「屋外広告物ガイド

ライン［５］」，「サインデザインマニュアル［６］」はハード

方針のみ記載され，中でも「屋外広告物ガイドライン」

と「サインデザインマニュアル」は，広告物のデザイ

ンに特化した指針であることが確認でき,「緑環境デザ

インガイドライン［７］」は緑化や環境活動に関して記載

され，環境に特化したハード・ソフト指針であり，「道

路空間活用のご案内［８］」は，道路活用の方針に特化し

たソフト方針であることが確認できた. 
２-３.エリアマネジメント団体，エリアビジョン及び

関連マニュアルの関係 

エリマネ活動を軸とし，エリマネ団体とビジョン及

び関連マニュアルの関係を整理した（Figure1). 
 ハード活動に着目すると，「大丸有ガイドライン」や

「デザインマニュアル」などにより指針が示され，ま

ち協が主に活動している一方で，ソフト活動に関して

は「大丸有ガイドライン」と「道路空間活用のご案内」

のみが指針を示すが，活動団体は８団体と多い. 

以上より，ハード活動に関しては，「大丸有ガイドラ

イン」が４つの関連マニュアルで補完され，内容を具

体化し，開発の調整などが行われるが，ソフト活動は

大丸有ガイドラインを基に団体ごとに検討し，エリマ

ネ活動を行っていると考えられる. 

３.まとめ 

大丸有地区におけるエリマネ団体，ビジョン及び関

連マニュアルの関係性として，❶複数のエリマネ団体

が役割を分担し，エリマネ活動を推進すること，❷ハ

ード活動に関してはエリマネの基本方針となるエリア

ビジョンに加え，関連マニュアルを作成し，具体化す

ることで具体的な開発などに反映させるが，ソフト活

動は，エリアビジョンを基に団体ごとに検討し，エリ

マネ活動を行っていることが明らかになった. 
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補注 
注1) 本研究のエリアビジョンの定義は，行政や民間事業者の異なる主体がエリアマ

ネジメントを行う上での方向性を示す将来像や目標である.なお、「エリアビジ

ョンは」「未来ビジョン」や「まちづくりガイドライン」など名称や位置付けは

様々であるため、本研究では総称して「エリアビジョン」とする. 

注2) 大丸有地区におけるエリアビジョンは,「大手町・丸の内・有楽町地区まちづく

りガイドライン」を示す. 

注3) 関連マニュアルとは、エリアビジョンを実現するために，エリアビジョンで記

載される指針を詳細化もしくは、エリアビジョンに記載のない内容を補完した

ものである。 

Table１.大手町・丸の内・有楽町地区におけるエリアマネジメント団体の整理 

 

Table２.エリアビジョンと関連マニュアルの構成・内容の整理 

 

Figure１.エリアマネジメント活動に基づく関係整理 
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